
データでみる私立大学経営
－変化する経営環境への対応－

令和７年度 文部科学省 学校法人監事研修会

令和７年10月



１．私学を取り巻く環境
(1) 令和７（2025）年度 「私立大学・短期大学等 入学志願動向」から

(2) 令和７年度版「今日の私学財政（大学・短期大学編）」から

(3) 大学教育に関する答申と提言

(4) 近年の私立学校法改正のポイント（他法人の動向も含む）

(5) 「社会とともに歩む私立大学の変革への支援強化パッケージ（令和7年8月28日）」から

２．私学事業団が行っている経営相談等
(1) 経営相談について

(2) 合併等紹介業務について

(3) 経営判断指標について

(4) 『学校法人の経営改善等のためのハンドブック』から

(5) 私学情報提供システムについて

(6) 「私学経営ダッシュボード」の開設 ほか

本日の内容



１．私学を取り巻く環境

(1) 令和７（2025）年度 「私立大学・短期大学等 入学志願動向」から

(2) 令和７年度版「今日の私学財政（大学・短期大学編）」から

(3) 大学教育に関する答申と提言

(4) 近年の私立学校法改正のポイント（他法人の動向も含む）

(5) 「社会とともに歩む私立大学の変革への支援強化パッケージ（令和7年8月28日）」から
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18歳人口の推移

※ 文部科学省「学校基本統計」、厚生労働省「人口動態統計」等を基に作成
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１８歳人口と進学者数の推移（大学・短期大学）

１８歳人口

短期大学入学者数

大学入学者数

(万人)

実績 出生数等
から推計

【2024年度】
・大学進学率：59.1%
・短期大学進学率：3.1% 2025年から2043年までに

約40万人減少！
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18歳人口の推移（減少期別に区分）
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１８歳人口の推移（減少期別に分解）

第一期

大幅な減少はない

第三期

さらに約14％減少

第二期

約7％減少

第四期

さらに約16％減少

集中改革期間

この時期までに改革を実行し、

今後の人口減少へ備える！

2025～2043年までに

約37％減少

※ 文部科学省「学校基本統計」、厚生労働省「人口動態統計」等を基に作成

約
40

万
人



（１）令和７(202５)年度 「私立大学・短期大学等 入学志願動向」から
私立大学の志願者等の増減状況
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私立大学の入学定員充足状況
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※入学定員規模により区分

私立大学の入学者等の状況（規模別）
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私立大学の入学者等の状況（規模別）

区 分

入学定員別 志願者数 入学者数

学校数 割 合 人 数 割 合 人 数 割 合

1,000人未満
459校

（463校）
77.3%

(77.4%)
526,574人

（522,029人）
13.3％

（14.1%）
150,975人

（146,028人）
29.6％

（29.5%）

1,000人以上
3,000人未満

109校
(109校)

18.4%
(18.2%)

1,505,137人
（1,414,715人）

38.0％
（38.2%）

196,879人
（189,264人）

38.5％
（38.3%）

3,000人以上
26校

(26校)
4.4%

(4.3%)
1,925,112人

（1,767,728人）
48.7%

（47.7%）
162,985人

（159,440人）
31.9％

（32.2%）

合 計
594校

(598校)
100.0％

(100.0%)
3,956,823人

(3,704,472人)
100.0％

(100.0%)
510,839人

（494,732人）
100.0％

(100.0%)

※ 日本私立学校振興・共済事業団「令和7（2025）年度 私立大学・短期大学等入学志願動向」より

・通信教育部のみ設置する学校、募集停止の学校および大学院のみを設置する学校を除く。
・（ ）内は、令和6（2024）年度の数字。

①

②

③

私立大学は、
①入学定員1,000人未満の大学が約８割を

占めている。
②入学者数は、３つの区分でおよそ３割ずつ

分け合っている。
③令和7年度は特に中規模大学の入学者数が増
加した。

POINT
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私立大学の入学者等の状況（地域別）

※ 全国を18の地域に区分。集計は学校所在地ごと。
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私立大学の入学者等の状況（地域別：三大都市圏・その他）

※三大都市圏：埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・京都・大阪・兵庫の地域
その他の地域：三大都市圏以外の地域

入学定員充足率（学校所在地別）
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私立大学の入学者等の状況（地域別：規模別の三大都市圏・その他）

※三大都市圏：埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・京都・大阪・兵庫の地域。その他の地域：三大都市圏以外の地域
※実線が入学定員充足率（％）、破線が志願倍率（倍）
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私立大学の入学者等の状況（系統別）

※ 全学部を『今日の私学財政』の系統区分と同様に区分。
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私立大学の入学者等の状況（系統別：10年間の差）

※ 全学部を『今日の私学財政』の系統区分と同様に区分。

集計

学部数
入学定員 入学者数

入学定員

充足率

集計

学部数
入学定員 入学者数

入学定員

充足率

医学 31 4,240 4,313 101.72% 2 531 562 0.59%

歯学 17 1,941 1,682 86.66% 0 -122 -158 -2.53%

薬学 62 11,296 10,336 91.50% 5 -268 -1,480 -10.68%

保健系 282 41,149 38,843 94.40% 90 12,151 7,637 -13.22%

理・工学系 177 60,799 62,206 102.31% 30 866 -2,958 -6.41%

農学系 26 8,980 9,335 103.95% 8 1,465 844 -9.03%

人文科学系 256 68,524 69,746 101.78% 19 -1,083 -3,375 -3.27%

社会科学系 547 174,989 184,723 105.56% 38 9,745 11,350 0.64%

家政学 83 14,529 12,433 85.57% 10 -1,382 -3,812 -16.53%

教育学 119 18,895 17,998 95.25% 33 3,517 1,644 -11.09%

体育学 10 4,670 4,713 100.92% 0 28 -704 -15.77%

芸術系 55 14,476 15,365 106.14% -3 267 1,667 9.74%

その他 329 78,267 79,146 101.12% 74 13,343 12,558 -1.44%

合 計 1,994 502,755 510,839 101.61% 306 39,058 23,775 -3.43%

系統区分

令和7年度（速報値） 令和7年度と平成27年度の差

562

-158

-1,480

7,637

-2,958

844

-3,375

11,350

-3,812

1,644

-704
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12,558
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合 計

入学者数の差



（１）令和７(202５)年度 「私立大学・短期大学等 入学志願動向」から
私立短期大学の志願者等の増減状況
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私立短期大学の入学定員充足状況
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私立短期大学の入学者等の状況（規模別・系統別）
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私立短期大学の入学者等の状況（地域別）

※ 全国を20の地域に区分。集計は学校所在地ごと。
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私立短期大学の入学者等の状況（地域別：三大都市圏・その他）

※三大都市圏：埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・京都・大阪・兵庫の地域
その他の地域：三大都市圏以外の地域

入学定員充足率（学校所在地別）
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令和７年度 私立大学・短期大学等入学志願動向（まとめ）

１．大学の状況

(1)志願者数等の増減状況
・入学定員は前年度から1,114人減少（△0.2％）した。志願者数は252,351人増加（+6.8％）し、入学者数も
16,107人増加（+3.3％）となった。

・入学定員充足率は、前年度から3.42ポイント上昇して101.61％となった。入学定員充足率が100％を上回ったの
は、令和4年度以来3年ぶりとなった。

・入学定員充足率100％未満の学校数は、前年度から38校減少して316校となった。大学全体に占める未充足校の割
合は6.0ポイント下降して、53.2％となった。定員充足率が80％を下回った学校数は、前年度から41校減少して
141校となり、割合は6.7ポイント下降して23.7％となった。

(2) 規模別の動向
・すべての区分で入学定員充足率が上昇した。
・「1,000人以上1,500人未満」の区分では前年度に引き続き、「1,500人以上3,000人未満」、「3,000人以上」の

区分では、3年以上連続で入学定員充足率が100％を超えた。

(3) 地域別の動向（学校別）
・すべての地域で入学定員充足率が上昇した。
・「四国」が8.53ポイント、「東北（宮城を除く）」が7.43ポイント、「九州（福岡を除く）」が6.91ポイント上昇

した。
・三大都市圏（※1）の入学定員充足率が、前年度から3.31ポイント上昇して103.18％、その他の地域では3.82ポイ

ント上昇して96.30％となり、5年連続で三大都市圏の充足率がその他の地域の充足率を上回った。

（※1）三大都市圏：埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫

(4) 系統別の動向（大学：学部）
・すべての学部系統において、入学定員充足率が上昇した。
・「医学」、「理・工学系」、「農学系」、「人文科学系」、「社会科学系」、「体育学」、「芸術系」、「その

他」では、入学定員充足率が100％を超えた。
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令和７年度 私立大学・短期大学等入学志願動向（まとめ）

２．短期大学の状況

(1) 志願者数等の増減状況
・入学定員は前年度から6,539人減少（△14.7％）した。また、志願者数は4,845人減少（△12.1％）し、入学者数

は3,207人減少（△10.2％）となった。
・入学定員充足率は、前年度から3.63ポイント上昇して73.78％となった。
・入学定員充足率が100％未満の学校数は、前年度から29校減少して220校となった。短期大学全体に占める未充足

校の割合は、前年度から3.1ポイント下降し、88.4％となった。充足率が80％を下回った学校数は、前年度から32
校減少して159校となり、割合は6.3ポイント下降して63.9％となった。

(2) 規模別の動向
・すべての区分において入学定員充足率が100％未満となった。「400人以上」の区分では、15.36ポイント上昇

して、98.24％となったが、これは入学者数の減少幅（△615人）よりも入学定員の減少幅（△1,110人）が
大きかったことによるものである。

・入学定員充足率が高い区分は、「400人以上」の98.24％となっている。

(3) 地域別の動向（学校別）
・「広島」の入学定員充足率が20.79ポイント、「神奈川」が15.41ポイント上昇したが、これは入学者の減少幅より

も入学定員の減少幅が大きかったことによるものである。
・三大都市圏（※1）の入学定員充足率が、前年度から5.24ポイント上昇して74.70％、その他の地域では2.30ポイ

ント上昇して73.04％となり、4年ぶりに三大都市圏の充足率がその他の地域の充足率を上回った。

（※1）三大都市圏：埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪、兵庫

(4) 系統別の動向（短期大学：学科）
・「人文系」の入学定員充足率が18.13ポイント、「保健系」が5.14ポイント、「社会系」が5.10ポイント、「芸術

系」が3.60ポイント上昇したが、「人文系」と「社会系」は、入学者の減少幅よりも入学定員の減少幅が大きかっ
たことによるものである。



事業活動収支差額比率 ＝（基本金組入前当年度収支差額／事業活動収入）× 100
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（２）令和6年度版「今日の私学財政（大学・短期大学編）」から
事業活動収支差額比率の推移（大学法人）

◎大学法人の44.8%が事業活動収支差額比率がマイナスとなり、前年度より35法人増加し、6.3ポイント上昇した。
◎事業活動収支差額比率が20％以上マイナスとなっている大学法人は、前年度より9法人増加（1.6ポイント上昇）し、41法人（7.3％）となった。
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事業活動収支差額比率の推移（大学部門）

事業活動収支差額比率 ＝（基本金組入前当年度収支差額／事業活動収入）× 100

◎私立大学の41.0%が事業活動収支差額比率がマイナスとなり、前年度より28校増加し、4.9ポイント上昇した。
◎事業活動収支差額比率が20％以上マイナスとなっている私立大学は、前年度より24校増加（4.1ポイント上昇）し、91校（15.0％）となった。
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（２）令和6年度版「今日の私学財政（大学・短期大学編）」から
事業活動収支差額比率の推移（短期大学法人）

事業活動収支差額比率 ＝（基本金組入前当年度収支差額／事業活動収入）× 100

◎短期大学法人の62.4%が事業活動収支差額比率がマイナスとなり、前年度より2法人増加し、3.5ポイント上昇した。
◎事業活動収支差額比率が20％以上マイナスとなっている短期大学法人は、前年度と同数で、20法人（21.5％）となった。
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事業活動収支差額比率の推移（短期大学部門）

事業活動収支差額比率 ＝（基本金組入前当年度収支差額／事業活動収入）× 100

◎私立短期大学の80.8%が事業活動収支差額比率がマイナスとなり、前年度より1校増加し、1.8ポイント上昇した。
◎事業活動収支差額比率が20％以上マイナスとなっている私立短期大学は、前年度より24校増加（9.3ポイント上昇）し、160校（56.9％）となった。
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（３）大学教育に関する答申と提言①
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（３）大学教育に関する答申と提言②

• 1991年（H03年）大学設置基準の大綱化と大学の自己点検・評価の努力義務

→ 公的コントロールの緩和と自己点検評価の実施

• 2004年（H16年）認証評価制度の導入・国立大学の法人化

→ 事前規制から事後確認の併用型への転換、認証評価制度の導入

• 2005年（H17年）「我が国の高等教育の将来像」（中教審答申）

→ 事前・事後評価の適切な役割分担と協調の確保の重要性

• 2008年（H20年）「学士課程教育の構築に向けて」（中教審答申）

→ 学士課程における「学習成果」の重視、「出口管理」の強化

• 2012年（H24年）「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて」（中教審答申）

→ 大学教育の質的転換を実践するためには何をすべきか

• 2018年（H30年）「２０４０年に向けた高等教育のグランドデザイン」（中教審答申）

→ この年に生まれた子どもたちが社会に出ていく未来を見据えてどのような教育をしていくか

• 2025年（R0７年）「我が国の「知の総和」向上の未来像～高等教育システムの再構築～」（中教審答申）

→ 今後の高等教育、ひいては我が国の未来を創造していくに当たっての羅針盤。

目指す未来像の実現のためには「知の総和」(数×能力)を向上することが必須



2004(H16)年改正
理事制度の改善（権限の明確化）、外部役員の選任義務化
監事・監査制度の充実、事業報告書の作成・第三者への供覧を義務化 など

2005年 会社法制定－商法から会社に関する規律を移管する形で制定
2006年 公益法人制度改革関連３法制定：一般（公益）社団・財団法人制度新設

2014(H26)年改正
運営不適切な学校法人に対する所轄庁の権限強化
理事の忠実義務（法令・寄附行為遵守）規定の明確化 など

2014年 会社法改正：監査等委員会設置会社制度の創設など
2015年 医療法改正：医療法人において評議員会の議決機関化など
2016年 社会福祉法改正：社会福祉法人において評議員会の議決機関化など

2019(R元)年改正
役員の職務・責任の明確化、監事の職務の明確化
中期的な計画の策定の義務化、情報公開充実の要請 など

2023(R5)年改正
理事、監事、評議員等の選解任手続き、理事会・評議員会の権限、
学校法人の管理運営に関する規定の整備 など

28

（４）近年の私立学校法改正のポイント（他法人の動向も含む）



私立学校法の一部を改正する法律の概要

29

出典：文部科学省 「私立学校法の一部を改正する法律案」（概要）資料



私立学校法改正に係る基本的な考え方

30

ガバナンス改革は、学校法人自らが主体性を持って行わなければならない。
ガバナンス改革は「手段」にすぎず、それ自体が「目的」ではない。
ガバナンス改革は、私学助成や基金などの他の政策手段とあいまって、私立学校の教育・研究の質を向上
させるための1つの手段である。

今回の改正では、「意思決定機関」は理事会であり、評議員会は「諮問機関」であるという基本的な
枠組みは維持する。

その上で、評議員会等による理事会等に対するチェック機能を高めることとしている。

今回の改正においては、執行（理事会）と監視・監督（評議員等）の役割を分離することを基本的な考
えとしているが、理事会と評議員会が対立してしまうことは望ましくない。

理事会と評議員会が相互にけん制しあいながらも、建設的に協力し、時には議論しあい、充実した納得
感のある学校法人運営を目指すものである。

今回の改正では、不祥事を防止する仕組みとして、人事上の仕組みのほか、不正等の防止や緊急措置の
仕組みを整備している。

人事は適材適所の観点から、不正等の防止は危機管理の観点から、それぞれ運用されることとなる。

4.不祥事を防止する複層的な仕組み

3.「対立」ではなく「協働」

2.理事会と評議員会の権限関係

1.ガバナンス改革の目的

出典：文部科学省HP 「私立学校法の改正に関する説明資料（令和5年度改正）」



学校法人の内部機関の相互関係の改正ポイント
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出典：文部科学省 「学校法人の内部機関の相互関係の改正ポイント」資料から作成
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(5) 「社会とともに歩む私立大学の変革への支援強化パッケージ（令和7年8月29日）」から

※出典：文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/)

１．趣旨（抜粋）
「知の総和」答申の方向性に基づき、私立大学を取り巻く環境の変化を見
据えながら、私立大学の振興に向けて、私立大学に期待される役割を明確
化し、その役割を果たしていくための具体的な方策等に焦点を当てて検討
するため、本会議を設置する。

２．検討事項
（１）地域の人材育成に向けた私立大学の役割や関係者との協働の在り方等

具体的な方策
（２）国際競争力の強化に向けた私立大学の役割や関係者との協働の在り方

等具体的な方策
（３）急激な少子化を見据えた大学経営の在り方
（４）私立大学における教育・研究の質の向上について
（５）その他

実施期間：令和7年2月21日から令和8年3月31日まで
（中間まとめ：7月28日）

～2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議～

http://www.mext.go.jp/


33

(5) 「社会とともに歩む私立大学の変革への支援強化パッケージ（令和7年8月29日中間まとめ）」から

※出典：文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/)

http://www.mext.go.jp/
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(5) 「社会とともに歩む私立大学の変革への支援強化パッケージ（令和7年8月29日中間まとめ）」から

※出典：文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/)

http://www.mext.go.jp/
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(5) 「社会とともに歩む私立大学の変革への支援強化パッケージ（令和7年8月29日中間まとめ）」から

※出典：文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/)

（２）具体的施策 ①経営指導の強化等

〇 学校法人の経営状況の評価指標を再検討し、
経常収支差額等の現状の経営状態の評価だけではなく、
借入金の返済計画やそれに伴う資金ショートリスク等の将来予測も踏まえて総合的に評価することとし、
評価段階に応じた体系的な経営改革のシステムを構築する。

経営改革システムの例：
・資金ショートリスクが一定段階に至った学校法人における経営改革計画の策定
及び文部科学省・私学事業団による進捗状況管理

（適切な経営改善策の実施及び同改善策が機能しなかった場合の
縮小、撤退等の速やかな経営判断を着実に促すため、
同計画の策定を私学助成の交付要件とし、
計画に記載する経営状況等に係るKPI が達成されない場合は助成金を減額する等）

●パッケージ（令和7年8月29日）における私学事業団の役割（本文から一部抜粋）

【３．再編・統合等による規模の適正化に向けた私立大学の経営改革強化への転換】

〇 経営が困難になる学校法人の増加に備え、経営改革システムの実効性を担保するため、
文部科学省・私学事業団の指導・助言機能を強化し、
経営指導の対象とする法人数を拡大（100 法人程度）する。

【本文P23】

【本文P23】

http://www.mext.go.jp/
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(5) 「社会とともに歩む私立大学の変革への支援強化パッケージ（令和7年8月29日中間まとめ）」から

※出典：文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/)

（２）具体的施策 ③円滑な撤退に向けた支援等

〇 学校法人が、在学生を卒業させる余力があるうちの撤退を促すべく、円滑な撤退に向けた支援を行う。

例：
・撤退支援に関するハンドブック作成及び撤退の目安の提示
・撤退に向けた伴走支援のため、私学事業団に専門家チームを設置

●パッケージ（令和7年8月29日）における私学事業団の役割（本文から一部抜粋）

【３．再編・統合等による規模の適正化に向けた私立大学の経営改革強化への転換】

（２）具体的施策 ④学生又は卒業生の不利益を最小限にする取組

〇 学校法人が解散した際の学籍簿管理について、
学校法人自らの責任において対応できない場合に備え、
文部科学省や私学団体と連携しながら、
私学事業団において、
解散した学校法人の学籍簿を引き取って管理し、証明書発行業務に対応する体制の構築を検討する。

【本文P25】

【本文P24】

http://www.mext.go.jp/


２．私学事業団が行っている経営相談等

(1) 経営相談のご案内

(2) 合併等紹介業務

(3) 経営判断指標

(4) 『学校法人の経営改善等のためのハンドブック』から

(5) 私学情報提供システムの活用

(6) 「私学経営ダッシュボード」の開設 ほか



経営相談のご案内

私学事業団では私立学校の経営の改善及び安定に寄与するため、ご依頼のあった学校法人に対し、経営相談を実施しています。

「学生募集」「人件費削減」
等の経営上の問題について、
学校法人の現状にあった提
案をしてほしい

経営上の問題への解決策の提案

⚫ 学校法人を訪問し、経営改革のキーパーソンとなる役員及び教職員の方々にヒアリング
しながら、解決策を探ります

⚫ 学校法人の抱える経営上の問題点について現状分析、問題点の把握、考えられる対
応策を整理してアドバイスをします

⚫ 経営改善計画の進捗状況を踏まえ、適時適切な助言等を行います

⚫ 必要に応じて事業団が依頼している専門家（公認会計士、弁護士、社会保険労務
士、教学専門家等）と共同で実施します

経営相談をご活用ください

目標と期限を明確にした
経営改善方策を作成し、
経営改善に努めたいので、
作成を支援してほしい

経営改善計画の作成支援

経営支援室 電話03-3230-7829～7831

※経営相談を希望する学校法人が多数の場合等、ご相談に応じることができないことがあります。
また、学校法人にて経営相談を実施する際は、所定の交通費が必要になります。
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（１）経営相談について（ご案内）
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（１）経営相談のご案内（中長期計画の考え方）



財務計画表（別紙１）
◼ 毎年度の達成度合いを財務的に検証

作成手順

（１）経営改善計画本文の内容を数値に置き換えて「積算基礎」を作成

（２）積算基礎等から資金収支計算書を作成

・
・
・

・
・
・

学生募集対策と学生数・学納金等計画

人事政策と人件費の抑制計画

借入金等の返済計画

積算基礎1（学生等数関係）

積算基礎2（教職員数関係）

積算基礎3（借入金関係）

学生生徒等納付金収入

日本私立学校振興・共済事業団補助金収入

地方公共団体補助金収入

本務教員人件費

本務職員人件費

借入金等収入

借入金等返済支出

借入金等利息支出

・
・
・

・
・
・

経営改善計画実施工程表（別紙２）

◼ 計画本文の実施目標・計画ごとに実施責任者・担当部署と実施期限を決める

◼ 毎年度、実績・進捗状況・自己評価・今後の計画を記入

◼ 計画の達成度合いについて、理事会等において組織的に検証した自己評価と、

未達成の計画についてはその理由と改善策を記入

経営改善計画本文

積算基礎1（学生等数関係）

積算基礎2（教職員数関係）

積算基礎3（借入金関係）

財務的な
裏づけ

進捗管理

様式番号 作成単位

様式1-1 学科等

様式1-2 学校

様式2 学校

様式3 法人

様式4 法人

様式5 学校

様式6 法人

様式7 法人

様式8-1 法人

様式8-2 法人

様式9 学校

様式10-1 法人

様式10-2 法人

様式11 法人

（注）本計画表の数値については以下のとおり。

様式番号 区分 当初計画見込年度 実績記入年度 見込記入年度

様式1.2 人数系 令和7～10年度 令和3～6年度 令和7～10年度

様式3～10 財務系 令和6～10年度 令和3～5年度 令和6～10年度

法人番号

131999

貸借対照表

貸借対照表【５か年推移】

リスクに係る試算（法人全体）

法人名

東西大学

資金収支計算書（学校別）

活動区分資金収支計算書

月別資金繰表

事業活動収支計算書（法人全体）

事業活動収支計算書（法人全体）【５か年推移】

事業活動収支計算書（学校別）

様式名

積算基礎1（学生等数関係）

積算基礎1（学生等数関係）【５か年推移（学校別）】

積算基礎2（教職員数関係）

積算基礎3（借入金関係）

資金収支計算書（法人全体）

財 務 計 画 表
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（１）経営相談のご案内（経営改善計画作成支援）
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（１）経営相談のご案内（経営改善計画の様式（例））

項目ごとに、３つの観点で整理する

①現状分析
②問題と原因 （どこにどんな問題点があり、それは何が原因か？）

③対応策 （それを改善するために、いつまでに具体的にどのような対策をとるか？）

1. 法人経営（特に教学、学生募集、財務状況）における現状

認識、問題点とその原因及び今後の課題に関する分析

３．経営改善計画期間における重点事項及び経営資源等

(予算、人員等)の配分に係る方針

4．実施計画（現状、問題点と原因、対応策）

(1)建学の精神・ミッションを踏まえた学校法人の目指す将来像

(2)教学改革計画

① 設置校・学部の特徴（強み・弱み、機会、脅威、内部外部

環境分析）

② 学部等の改組・募集停止・定員の見直し等

③ カリキュラム改革・キャリア支援等

(3)学生募集対策と学生数・学納金等計画◎

(4)外部資金の獲得・寄付の充実・遊休資産処分等計画◎

(5)人事政策と人件費の抑制計画◎

(6)経費抑制計画（人件費を除く）◎

(7)施設等整備計画

(8)借入金等の返済計画

5．組織運営体制

（1）理事長・理事会等の役割・責任

（2）経営改善のための今後の検討・実施体制

（3）情報公開と危機意識の共有

２．経営改善計画最終年度における財務上の数値目標

経営改善計画

資金計画・・計画の資金的な裏づけとして
単なるｼﾐｭﾚｰｼｮﾝではなく、計画上の明確な根拠に基づき作成
（例：「○年度までに収支を黒字化」→「そのために学生数は○人必要」→

「そのために志願者数は…」「中退者数は…」 など）

学園一体で取り組むために
・理事会の責任の明確化 ・計画策定および推進のためのPTづくり
・学内で危機意識を共有、理解・協力を求めるための定期的な説明会の実施等

建学の精神を再認識＋現在の環境 → 養成人材像の明確化

・学園/学校として、どんな人材を育てたいのか？

ＳＷＯＴ分析・・現在の状況を認識し、今後の方向性を定める
・内部環境・外部環境から「強み」 「弱み」「機会」「脅威」を分析する
・顧客の満足度を調査しギャップ分析を行う

「売り」の確立に向けて・・学園としてできることは何か
・教学、カリキュラム改革 ・キャリア教育 ・学生・生徒のサポート体制
・地域連携

広報・募集戦略・・「売り」をいかに効果的にアピールするか
・ターゲットエリア・ターゲット層 ・自校のポジショニング
・学生募集のための人員配置 ・入試方法の改革 ・学校説明会（ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ）
・その他の具体的方策（広報媒体、学校・塾訪問）

人事政策・・個々の強みを生かし、一丸となる組織を目指す
人件費の適正なあり方とは
・ＦＤ・ＳＤの促進 ・人件費見通し

７．その他

（別紙１）財務計画表

（別紙２）経営改善計画実施工程表

６．リスクの把握 計画通り進まなかった場合の対応策（リスクシナリオ）の作成



「合併等紹介業務」

学校法人の合併、学校や学部等の譲受もしくは譲渡などを希望
する学校法人 (大学・短期大学・高等専門学校を有する法人)
に対し、経営相談として顔合わせをする機会を提供している。
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（２）合併等紹介業務
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（３）経営判断指標について（経営判断指標とは）

◆ 経営判断指標は、学校法人が自身で経営状態を大まかに把握するためのツール

◆ この指標の活用により、資金収支計算書では明確化されない教育研究活動のキャッシュフロー

の動向や、外部負債と運用資産の状況を通じて、経営悪化の兆候を発見・認識することが可能

１．フローチャートによる経営状態のチェック

○フローチャート「フロー①」から「フロー⑧」の質問に順番に回答することにより、学校法人の経営状態が判明

２．分析のポイント

(1) 教育活動資金収支差額の分析により、学校法人の資金の流れに着目して資金ショートの可能性を確認

(2) (1)の分析により、教育活動資金収支差額が、

① 赤字の場合には、運用資産での補填(ほてん)年限を
② 黒字の場合には外部負債の返済年限を分析

これは、学校法人の破綻のきっかけが資金ショートであることから、指標ではキャッシュフローを重視しており、経営悪化の
兆候をできるだけ早期に発見し、回復の可能性がある時点で警鐘を鳴らすことにより、経営破綻を予防することを目的として
いるため

３．分析結果

(1) 学校法人の経営状態をフローに従い分析した結果、経営状態が良好であると考えられる方から順に「A1」から「D3」の
14通りに区分

(2) さらに(1)の14区分は経営状態に応じて次の３つに分類

① 正常状態：「A1」～「A3」
② 経営困難状態：イエローゾーン「B1」～「C3」（「B0」イエローゾーンの予備的段階）
③ 自力再生が極めて困難な状態：レッドゾーン「D1」～「D3」



※平成27年度から

 

　　          ●教育活動資金収支差額

※教育活動資金収支差額および経常収支差額の「3か年」とは、一昨年度、昨年度の決算実績および今年度決算見込み3か年を指す

　　         ●外部負債 ＝ 借入金 ＋ 学校債 ＋ 未払金 ＋ 手形債務

　　         ●運用資産 ＝ 現金預金 ＋ 特定資産 ＋ 有価証券

　　         ●耐久年数とは「あと何年で資金ショートするか」を表し、原則として修業年限を基準に設定

　　         ●修正前受金保有率 ＝ 運用資産 ÷ 前受金

　　         ●経常収支差額 ＝ 経常収入（教育活動収入計＋教育活動外収入計） － 経常支出（教育活動支出計＋教育活動外支出計）

　　         ●積立率 ＝ 運用資産　÷　要積立額（減価償却累計額＋退職給与引当金＋２号基本金＋３号基本金）

定 量 的 な 経 営 判 断 指 標 に 基 づ く 経 営 状 態 の 区 分 （ 法 人 全 体 ）

教育活動資金収支差額が
3か年のうち2か年以上赤字である（※）

耐久年数により
3つに区分

ア.修業年限未満
イ.修業年限～10年
ウ.10年以上

経常収支差額が
3か年のうち2か年以上赤字である

積立率が100％未満か

Ｂ２Ｂ３Ｂ４ Ａ３ Ａ２

はい いいえ

いいえはい

いいえはい

いいえ
はい

いいえ

はい

1

３

調整勘定等

Ｄ1

教育活動資金収支差額
一般に学校法人の破綻は資金ショートにより起こると考えられるため、経営悪化の兆
候を早期に発見し、経営破綻を防止するためには、1年間の経常的な教育研究活動
の結果として現金が生み出せるかが重要になる。

運用資産は十分か、外部負債は返済可能な額か
教育活動資金収支差額が赤字の時は、過去の蓄積である運用資産を取り
崩すこととなる。特に多額の外部負債がある場合には将来的に返済可能な
額かが問題にある。黒字の時でも、外部負債が過大であれば同様の問題が
ある。また、期末の運用資産が少なすぎる場合もリスクが大きい。

経常収支差額
経常収支差額が黒字でなければ自己資本を取り崩すことになるため正常状態とはい
えない。また経常収支差額が黒字であっても、基本金組入相当の黒字が生じていなけ
れば経常収支は均衡しないため黒字幅で２つに区分した。

正常状態
イエローゾーン
の予備的段階

Ｂ０

Ａ３

Ａ２

1

２ ３ ４ ５

教育活動資金収支差額黒字

外部負債超過 運用資産超過

経常収支均衡

経常収支10％

教育活動資金収支差額赤字

黒字幅が10％未満か

Ａ１

はい いいえ

７

積立率
減価償却累計額等の要積立額に対して運用資産の蓄積が十分になされているか。

Ａ１

－
人件費支出＋教育研究経費支出

＋ 管理経費支出

学納金収入＋ 手数料収入＋特別寄付金収入（施設
設備除く）＋一般寄付金収入＋経常費等補助金収入

（施設設備除く）＋付随事業収入＋雑収入

【教育活動資金収入】 【教育活動資金支出】

＋

外部負債を約定年数又は
10年以内に返済できない外部負債と運用資産を比較して

外部負債が超過している

２

Ｄ2Ｄ3

修正前受金保有率100％未満
５

いいえ

Ｂ１

はい

７

Ｂ０

レッドゾーン

Ｄ3

Ｂ２

Ｂ３

Ｂ
１

Ｃ３ Ｃ２ Ｃ1

４

６

６

8

Ｃ1

Ｃ3

Ｂ４

Ｄ1

Ｄ2 Ｃ2

イエローゾーン

8

耐久年数により
3つに区分

ア.修業年限未満
イ.修業年限～10年
ウ.10年以上

耐久年数により
3つに区分

ア.修業年限未満
イ.修業年限～10年
ウ.10年以上

３ ３
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（３）経営判断指標について（経営判断指標の構成）

運用資産の保有状況
（返済や施設の計画）

教育活動のCF



目次

Ⅲ 経営状態の分析
１定量的な問題点の洗い出し（定量的な環境分析）
２定性的な問題点の洗い出し（定性的な環境分析）
３SWOT分析
４分析が困難になった場合

Ⅳ 経営状態の情報共有
１情報共有の前の心構え
２問題意識共有による効果
３情報共有の具体的方法
４情報共有のための責任者

Ⅴ 経営改善計画の策定
１実施体制
２改善戦略
３財務シミュレーション作成
４経営改善計画策定上の注意点
５リスクシナリオ
（経営改善計画通りに進まない場合の対応方針）の策定

Ⅶ 合併等
１学校法人や私立学校における合併等の類型例
２合併等までの流れと留意点

Ⅷ 再生（再建）
１私的整理（再建型）
２民事再生

Ⅸ 撤退
１撤退までの流れと留意点
２破産手続き

分
析
か
ら
策
定

Ⅵ 経営改善計画の実行
１実施体制
２各改善策のPDCA
３目標達成が困難な状況での判断

実行と検証

Ⅰ 経営悪化の認識
１経営悪化とその兆候の認識
２経営悪化を具体的にチェック
３関係者が経営悪化に気づくタイミング

Ⅱ 相談
１私学事業団
２外部相談先の例
３相談内容
４相談前の準備
５相談後の取り組み

気
づ
き

連携
統合
撤退
…

・経営改善等を進めていく必要のある学校法人が取り組む
べき課題や具体的な手法などの情報を整理

・経営改善計画策定・実行に必要なプロセスとともに、
自力での経営が困難な場合への対応まで網羅
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（４）『学校法人の経営改善等のためのハンドブック』から（何が書いてあるのか（目次から））



■第１次改訂（令和４年10月）
学校法人における合併等（法人合併や学校、学部の設置者変更）や撤退に係る手続きについて、類型ごとの
概要を加筆

○ 将来計画や経営改善が計画通りに進まなかった場合の対応策（リスクシナリオ）について、募集停止から撤退までに必要な

運用資産のシミュレーションを含んだ作成イメージを追加

○ 情報収集した事例を踏まえ、合併・撤退等の実施に係る留意点についての記載の充実を図るとともに、学校法人より私学事

業団へ問い合わせの多かった以下の事柄について解説を追加

・募集停止から全学生が卒業するまでの収入・支出のイメージ
・募集停止を決定する際の判断基準の策定イメージ
・合併・撤退等の経営判断を行う際のステークホルダーに対する説明イメージや留意点
・残余財産の帰属における土地・建物等の扱いについて

主な改訂内容

令和３年１月 刊行

少子化等の影響による厳しい経営環境の中で、経営改善等を進めていく必要のある学校法人が取り組むべき
課題や具体的な手法などの情報を整理

刊行の趣旨

改訂の経緯

■第２次改訂（令和６年３月）
経営環境が更に厳しさを増す中において、経営改善が計画通りに進まなかった場合の対応や、合併・撤退等
の留意点について、事例を踏まえて加筆

改訂後の表紙

※『学校法人の経営改善等のためのハンドブック』は私学事業団ＨＰに掲載されています
https://www.shigaku.go.jp/files/s_keieikaizenhandbook2jikaitei.pdf
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（４）『学校法人の経営改善等のためのハンドブック』から（主な改訂のポイント）

https://www.shigaku.go.jp/files/s_keieikaizenhandbook2jikaitei.pdf


●経営悪化の認識からの流れ（例）

項  目  財務的視点  

チェック１ 
経常収支差額がプラスだが、そのプラス幅が減少している 

（要因が短期的かつ計画的なものである場合を除く） 

チェック２ 
経常収支差額がマイナスだが、減価償却額を除外した経常収支差額（以下、「キャッシュベー

ス」という）ではプラス 

チェック３ 経常収支差額がマイナス、キャッシュベースでもマイナス 

チェック４ 
資金ショートの状態 

（現金の不足によって支払いが滞った状態） 

 

（４）『学校法人の経営改善等のためのハンドブック』から（経営悪化の認識）
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●財務的視点による経営悪化の確認項目 ⇒まずは経常的な活動において収支はどうか？

リスクシナリオ

P47
～54

P55



（４）『学校法人の経営改善等のためのハンドブック』から（財務的視点による経営悪化の確認項目）
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チェック1 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

□ 経常収支差額がプラスだが、そのプラス幅が減少している

□ その要因が短期的かつ計画的なものではない

併せて確認する要素

□ 経営状況等について分析ができているか

□ 施設関係支出・設備関係支出・借入金等返済支出により運用
資産の減少があるか

□ 教育活動外収入が経常収支に占める割合が大きく、教育活動
外収入が不安定となっていないか

・経年で見たときにプラス幅が徐々に減少
・経営状況について分析が必要



（４）『学校法人の経営改善等のためのハンドブック』から（財務的視点による経営悪化の確認項目）
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チェック1［イメージ］

経常収入 経常支出 経常収入 経常支出

70 50 60 50

＜過去＞ ＜現在＞

うち
減価償却額（15）

うち
減価償却額

（15）

経常収支差額
（+20）

経常収支差額
（+10）

経常収支差額のプラス幅が

小さくなっている。

経常収支差額 (＋10) で

施設関係支出、設備関係

支出、借入金等返済支出

を賄うことができれば健

全な経営が見込まれる。

その他の支出
をプラスの範
囲内で賄えれ
ば健全。



（４）『学校法人の経営改善等のためのハンドブック』から（財務的視点による経営悪化の確認項目）
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チェック２ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

□ 経常収支差額がマイナスだが、キャッシュベースではプラス

併せて確認する要素

□ 入学者数が減少し続けているか

□ 経営状況等について分析ができているか

□ 経営改善計画を策定しているか

□ 運用資産に余裕があるか

□ 施設関係支出・設備関係支出・借入金等返済支出により運用
資産が減少していないか

その他の支出を賄えないので、運用資産等で補填しないとけな
い状態。将来必要な資産を使ってしまっているかもしれない。



（４）『学校法人の経営改善等のためのハンドブック』から（財務的視点による経営悪化の確認項目）
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チェック2［イメージ］

経常収入 経常支出

45 50

うち
減価償却額（15）

    減価償却額を除外した
    場合はキャッシュが
    プラスとなる（+10）

経常収支差額
（△5）

経常収支差額はマイナス（△5）だが、経常支出から減価

償却額を除外したキャッシュベースであればプラス

（+10）となる。

減価償却額

を除外した

経常支出

35

施設関係支出、設備関

係支出、借入金等返済

支出をキャッシュベー

ス（10）で賄うこと

ができない場合は運用

資産の減少につながる。



（４）『学校法人の経営改善等のためのハンドブック』から（財務的視点による経営悪化の確認項目）
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チェック３ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

□ 経常収支差額がマイナス、キャッシュベースでもマイナス

併せて確認する要素

□ 入学者数の確保ができているか

□ 運用資産が減少し続けているか

□ 短期の借入金等により運転資金を調達しないと資金繰りが成り
立たないか

□ 過大な借入金等返済支出があるか

□ 経営を圧迫する不採算部門があるか

□ 経営状況等について分析ができているか

□ 経営改善計画を策定しているか

□ 理事会・評議員会・監事等は十分に機能しているか

相当に危険な状態。早急
に対策を検討。具体的な
改善計画を立案



（４）『学校法人の経営改善等のためのハンドブック』から（財務的視点による経営悪化の確認項目）
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チェック３［イメージ］

経常収入 経常支出

30 50

経常収支差額
（△20）

    減価償却額を除外した
    場合でもキャッシュは
    流出する（△5）

うち
減価償却額（15）

経常収支差額はマイナス（△20）で、経常支出から減価償却額

を除外したキャッシュベースでもマイナス（△5）となり、資

金流出してしまう。

減価償却額

を除外した

経常支出

35



（４）『学校法人の経営改善等のためのハンドブック』から（財務的視点による経営悪化の確認項目）
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チェック４ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

□ 資金ショートの状態

財務的視点

□ チェック３において経営改善できず支払い不能状態

□ 私的整理または法的な債務整理に移行
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（４）『学校法人の経営改善等のためのハンドブック』から（リスクシナリオ）

≪リスクシナリオ≫

・計画どおりに改善が進まない場合の「リスク」に即応できるよう、
状況に応じた収支改善策、運営規模の適正化といった対応方針、

いわゆる「リスクシナリオ」をあらかじめ策定しておく

・基準となる指標を定め、指標が一定の状態となるリスクを想定し、

対応方針を策定し、共有しておく

リスクシナリオ

A ８億円以上    現行の経営改善計画を推進

B ８億円未満
   経営改善計画で定める以上の経費支出削減策を実施

   外部機関への相談

C ７億円未満
   遊休資産の売却。

   人件費支出の削減策（新規雇用の抑制、給与・賞与の減額等）を実施

D ６億円未満    慢性的に学生募集が困難となっている学部の募集を停止

E ５億円未満
   他法人との合併を検討するとともに、合併が成立しなかった場合を想定し、

   募集停止から廃止、法人解散についてスケジュール等を検討を開始する

F ４億円未満    運用資産に余裕のあるうちに大学の募集を停止

判断基準

※募集停止から解散までに、最低３億円必要と設定（比較的小規
模で、運用資産1億円の増減で大きな影響がある場合を想定）



経営判断としての合併・設置者変更、撤退

学校法人は多様なリスクに対応しながら、学校の使命である「永続性」を実現していかなければならない。そのために
は、独自の戦略を練り、それぞれの戦略をより有益に結びつけ機能させる経営改善計画の策定が不可欠である。

目標が達成できなかった場合、計画の途上であっても目標達成が困難で将来的に学校を継続することが厳しい
場合、資金力などの体力があるうちに学校の合併や撤退等の判断を考えなければならない。

➤現状で経営改善できるかを検討し、難しい場合は不採算部門を縮小する。

➤縮小するにあたり、事前に縮小後も永続的に法人運営できる収支構造について検討をしなければならない。
（仮に、有効な解決策が見つからない場合、在校生を全員卒業させてから学校を廃止することが、経営陣としての責務）
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（４）『学校法人の経営改善等のためのハンドブック』から（合併・設置者変更・撤退）

リスクシナリオ

P57
～59

P60



経営戦略の一つとして、他の学校法人との合併、設置者変更等（以下合併等という）が挙げられる。
合併等により、教育・研究の充実と経営基盤の強化が期待でき、学生募集力の向上につながるなどのメリットが
見込まれる。また、新たに法人及び学校を設置する場合に比べ、人員の確保や認可申請における負担等が少ないと
いうメリットもある。

１）学校法人同士における合併等の類型例
類型例 法人新設合併 法人吸収合併 学校設置者変更

イメージ

・設置者変更に係る認可申請を行い、学校の

　設置者を変更する

・設置している一部の学校の設置者を変更し、

　双方の法人が存続する

・設置者変更がなされた学校の組織等の同一性

　が保持されることが前提である

・上記イメージ以外のケースとして、設置者

　変更によりすべての学校を譲渡した場合、

　譲渡した法人の法人部門のみが残ることも

　あり得る。その場合、譲渡した法人は、

　清算を行い解散する

メリット
・名実ともに対等合併になり得る ・学校法人を新設する必要がないため、

　法人新設合併よりも負担が少ない

・法人同士の合併よりも負担が少ない

・学校法人を新設する必要があるため負担

　が大きい

・内容が対等合併であっても形式上は吸収

　合併にみえてしまう

・譲渡側は、土地・建物を含めた資産の

　譲渡など支出が生じる

・合併に向け、教職員の給与や処遇、財務

　面などを調整する必要がある

・合併に向け、教職員の給与や処遇、財務

　面などを調整する必要がある

・譲受側は、譲受の対価を相手方に支払う

　可能性がある

・新法人が負債等も承継する可能性がある ・存続する法人が吸収される法人の負債等

　も承継する可能性がある

　

特徴

・学校法人の合併認可申請を行い、新しく

　学校法人を設立し、双方の法人が解散する

・学校法人の合併認可申請を行い、合併後

　存続する法人に一方の法人が吸収される

　形（解散）になる

デメリット
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（４）『学校法人の経営改善等のためのハンドブック』から（学校法人同士における合併等の類型例）



２）学部単位での合併等の類型例

類型例 学部等設置者変更（全部） 学部等設置者変更（一部） 学部等新設後に転学

イメージ

・学部の設置者変更により、すべての学部

　を他法人の大学に設置者変更を行う

・学校ではなく、一部の学部のみを別の

　大学に設置者変更する

・一方の大学で学部を新設し、もう一方の

　大学の学生が新学部に転学することで

　転学元の大学を廃止する

・別法人間でのみ利用できる ・別法人間でのみ利用できる ・原則、学部を新設する手続が必要となる

・設置者変更がなされた学部の組織等の

　同一性が保持されることが前提である

・設置者変更がなされた学部の組織等の

　同一性が保持されることが前提である

特徴
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（４）『学校法人の経営改善等のためのハンドブック』から（学部単位での合併等の類型例）



・ 相手を探す（怪しい仲介には注意）

・ 相手との水面下での交渉を行う

・ 必要に応じ、外部に相談する

（２）合併等の打診

合併・設置者変更の流れと留意点

・ 自法人の強みと弱みは何か（合併等相手へのアピール）

・ どのような法人と合併したいか（合併等にあたり、譲れない条件は何か）

・ 財務状況を踏まえたスケジュールの調整

（１）目的・戦略の明確化

・ 法人間で条件の協議を開始する（基本合意書の締結）

・ 相手との協議体制を整備する（実働する組織の編成）

・ ステークホルダーへ理解を求める

・ デューデリジェンスの実施（資産の適正評価）

（３）正式な協議開始

・ 教学関係、教職員の人事や雇用関係、財務関係の調整

・ 金銭の交付、合併等後の役員構成、名称変更、重要書類の引継ぎ等
（４）条件の協議

・ 理事会での決議

※私学法の改正（令和7年4月1日施行予定）を意識すること
（５）契約書の締結

・ 文科省や、関連する都道府県所轄部署での認可手続き

・ 認可後の登記手続き
（６）諸手続きの実行

情
報
管
理
の
徹
底

丁
寧
な
説
明
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（４）『学校法人の経営改善等のためのハンドブック』から（合併・設置者変更の流れ）



・ ・理事会での決議

※私学法の改正（令和7年4月1日施行予定）を意識すること。
（２）募集停止の決定

・経営改善の見込みはあるか（判断のポイントは何時か）

・募集停止の公表時期の検討（ステークホルダーへの対応を含む）

・運転資金の確保はできているか（修業年限で卒業できるか）

・募集停止から廃止までのスケジュール策定

・非常時のための学校間連携

（１）撤退に向けた検討・準備

・ステークホルダーへの公表と対応

・報道機関等、外部への公表

・在学生の教育や就職支援の継続（転学支援）

・教職員の再就職等の支援

・学籍簿の管理及び卒業生の対応

・校地や校舎等の処分

（３）全学生が卒業するまで
学校運営を維持

・理事会での決議

※私学法の改正（令和7年4月1日施行予定）を意識すること
（４）学校の廃止

・ ・解散登記及び、清算手続きの実施

・破産した場合は、破産法に基づき清算手続きを実施
（６）清算（破産）手続き

情
報
管
理
の
徹
底

撤退までの流れと留意点

・文科省や、関連する都道府県所轄部署での認可及び登記手続き（５）諸手続きの実行

丁
寧
な
説
明
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（４）『学校法人の経営改善等のためのハンドブック』から（撤退までの流れと留意点）



（５）「私学情報提供システム」について（ご案内）

大学法人～小学校法人を対象に、インターネットによる情報提供サービスを行っています。

私学事業団HP ▶学校法人ポータルサイト▶私学情報提供システム
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Ｑ１：どのような時に利用すればいいのですか？

Ａ１：財務分析をする時や中期計画の策定を検討
する時などが有効であると考えます。

Ｑ２：どのようなデータを取得できますか？

Ａ１：資金収支計算書、人件費支出内訳表、
事業活動収支計算書、学生生徒等数、
納付金、各財務比率などが出力できます。

Ｑ３：他にはどのような使い方がありますか？

Ａ３：ご自分の法人や設置学校のほか、都道府県
別や学部等系統、学生生徒数などを抽出条
件として、集計データ（合算値、１法人当
たり、１学校当たり等）を出力することも
できます。

学校法人の経営状況の確認等にご活用ください！
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（５）「私学情報提供システム」について（活性化分析資料）

・教学面、財政面の情報を掲載

・当該法人と学校部門の過去10か年のデータの推移を集積

・主な事項をグラフ化し、同系統の平均値を併せて掲載
活性化分析資料



検索結果
（例①）財務関係

「人件費比率」や「補助金比率」などの財務比率を

年度別に経年参照が可能です
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（５）「私学情報提供システム」について（帳票検索①）



検索結果
（例②）学生等関係

「規模別」や「地域別」などの分類で

各種帳票の出力が可能です
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（５）「私学情報提供システム」について（帳票検索②）



（６）「私学経営ダッシュボード」開設

日本私立学校振興・共済事業団では、新たに理事長をはじめ経営者専用の情報提供プラットフォームである
「私学経営ダッシュボード」を開設いたします。
「私学経営ダッシュボード」は、経営分析に必要なデータや資料の提供を通じて、自法人の経営状況を早期に
把握して今後の経営に役立てていただくことを目的としています。

Q＆Aによる
問題解決

各学校法人の
経営判断指標を開示！！

令和７年３月 利用開始

※画像はイメージにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。
※私学事業団私学振興事業本部ホームページ「経営支援・情報提供」よりアクセスが可能です。

➢ 利用対象者
学校法人理事長および役員
※役員には監事を含む

➢ 利用対象者数
1法人につき最大２名
※事前登録制

○問い合わせ先
私学経営情報センター 私学情報室・経営支援室
03-3230-7836・7827・7718
システム管理室
03-3230-7890・7891
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（会計処理等、基礎調査、 e‐マネージャについてのご質問への回答）
電話・メールで回答します
●会計処理等についてのご質問 03（3230）7846～7848
●基礎調査、e‐マネージャについてのご質問 03（3230）7840～7844

（私学情報資料室） 03（3230）7846～7848
学校法人等の役職員を対象に、大学・短期大学法人の規程集等が閲覧できます
（私学振興事業本部（九段事務所１F））

（データ提供） 03（3230）7846～7848
インターネットを利用して小学校法人から大学法人が直接、以下のデータや分析資料等を出力・閲覧できる
システム「私学情報提供システム」を提供しています
◇学生数 ◇財務データ ◇財務比率表 ◇今日の私学財政 等

（依頼に基づく資料提供） 03（3230）7838
「私学情報提供システム」で作成できない特別な加工が必要な分析データを作成・提供します。ご利用
に当たっては、私学事業団へ「情報提供依頼書」を提出していただきます（内容により、日数を要します）

（講師派遣） 03（3230）7839
●センターの職員を講師として派遣いたします
●講師派遣には交通費と講演料が必要です）

（経営相談） 03（3230）7828・7829
●学校法人を訪問し、経営改革のキーパーソンとなる役員及び教職員の方々にヒアリングしながら、解決策を
探ります

●学校法人の抱える経営上の問題点について現状分析、問題点の把握、考えられる対応策を整理して
アドバイスをします

●必要に応じて事業団が依頼している専門家（公認会計士、弁護士、社会保険労務士、教学専門家等）
と共同で実施します

●経営改善計画の進捗状況を踏まえ、適時適切な助言等を行います
●学校法人にて経営相談を実施する場合、所定の交通費が必要になります

私学経営情報センターで提供可能なサービス

○研修会実施の支援
学園の役員、教員、職員を対象にした研修会の実施に協力
してほしい

○経営上の問題への解決策の提案
「学生募集」「人件費削減」等の経営上の問題について、
学校法人の現状にあった提案をしてほしい

学校法人の要望例

（セミナー） 03（3230）7849～7851・7855
理事長・学長向けに私学リーダーズセミナーを、若手職員向けに私学スタッフセミナーを開催しています

○教育情報の活用・公表
大学等のさまざまな特色や取り組みを検索したい

（大学ポートレート（私学版）） 03（3230）7852・7853
私立の大学、短期大学、高等専門学校の特色や、実践している教育研究の取り組みを
Webサイトで提供しています

○改革事例等の紹介
教育改革等について他校で実施している具体的な事例を
紹介してほしい

○経営改善計画の作成支援
学校法人活性化・再生研究会最終報告で提案されている、
目標と期限を明確にした経営改善方策を作成し、経営改善
に努めたいが、その作成を支援してほしい

「学校法人活性化・再生研究会最終報告」
https://www.shigaku.go.jp/s_center_saisei.pdf
16ページ～18ページ、31ページ参照

「経営改善計画立案・実施のための参考資料」
https://www.shigaku.go.jp/s_kaizenkeikaku.htm

○経営者や職員の研修・育成
私学経営に関する短期集中型の研修を受けたい

○会計処理のご質問
会計処理の仕方を教えてほしい

○基礎調査等のご質問
基礎調査票e-マネージャの入力・操作等について教えてほしい

○財務分析
学校の財務分析資料がほしい

○規程集等の閲覧
学校法人の業務改善のため、他の学校の規程集等の事例を
参考にしたい

※ 左記の要望に対する連絡先は同色で囲まれた右欄内の電話番号となります。
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令和7（2025）年度 私学経営情報センターが行うサービスのご案内



◇私学情報提供システム
（インターネットを利用して「今日の私学財政」の閲覧や財務関係数値の提供が可能なシステム）

私学事業団の刊行物等

◇今日の私学財政
大学・短期大学編（CD-ROM版）
高等学校・中学校・小学校編（CD-ROM版）
幼稚園・特別支援学校編
専修学校・各種学校編

◇私立大学・短期大学等入学志願動向
◇私立高等学校の入学志願動向（ホームページにて公開）

財務に関する統計

学生・生徒数に関するデータ

◇大学ポートレート【私学版】
（一般の利用者がインターネットを利用して教育情報の検索・閲覧ができるシステム）

◇私立大学・短期大学教育の現状（ホームページにて公開）

◇大学改革を成功に導く特色ある取組事例集
◇学校法人の経営改善方策に関するアンケート ほか

財務分析用システム

教育等に関する情報
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ありがとうございました
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